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して体力を維持するような政策はしていかなき

ゃならないなというふうに思っています。 

○町田義昭議長 ６番、蒲生光男議員。 

○６番 蒲生光男議員 最後に一言だけお願いし

ます。 

 ７対１看護を目指すという観点からも、ぜひ

看護師の対策は重要な緊急な課題でありますの

で、その点も含めてぜひお願いいたします。 

 これで終わります。 

 

 

 髙橋孝夫議員の質問 

 

 

○町田義昭議長 次に、順位４番、議席番号10番、

髙橋孝夫議員。 

  （10番髙橋孝夫議員登壇） 

○１０番 髙橋孝夫議員 私は、安心して子供を

育てることができる環境の充実を願いながら一

般質問を行います。 

 通告しております２点について順次質問申し

上げますので、明快な答弁をいただきますよう

にお願いをしておきたいと思います。 

 質問の第１は、これからの市の保育方針につ

いてです。 

 昨年８月に、平成21年度から30年度までを計

画期間とする長井市保育計画が策定をされまし

た。この計画については、昨年９月定例会で質

問させていただいておりますが、このたびは今

後展開される長井市の保育計画に係る基本的な

考え方と具体的な進め方について、以下４点に

わたり質問したいと思います。 

 第１点は、国の言う認定こども園、こども園

の内容とそれに対する市の考え方について、福

祉事務所長と市長に伺います。 

 認定こども園は、保育所及び幼稚園などにお

ける小学校就学前の子供に対する保育及び教育

並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提

供を行う施設であり、都道府県知事が条例に基

づき認定をするもので、親が働いているいない

にかかわらず利用できる施設として就学前の子

どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関

する法律に基づき、平成18年10月に創設をされ

た制度とされています。 

 その概要は、保育所、幼稚園のうち保育及び

教育を一体的に提供し、地域における子育て支

援を実施する機能を備えるものは都道府県知事

から認定こども園としての認定を受けることが

できるとされ、都道府県知事は厚生労働大臣、

文部科学大臣の定める指針をもとに条例を定め

て認定をする。認定制度に係る財政措置、利用

手続などの特例措置が講ぜられるとされていま

す。 

 認定こども園には、１つは「幼保連携型」と

して認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体

的な運営を行うタイプ、２つは「幼稚園型」と

して認可された幼稚園が保育所的な機能を備え

たタイプ、３つは「保育所型」として認可され

た保育所が幼稚園的な機能（幼児教育）を備え

たタイプ、４つは「地域裁量型」として認可の

ない地域の教育・保育施設が認定こども園とし

ての機能を果たすタイプという４つのタイプが

認められており、認定こども園の幼稚園と保育

所の３歳以上の子供は担任による４時間程度の

教育がある。これは幼稚園的機能の具備。保育

時間を短時間、約４時間から長時間、約８時間

まで選べるようになっている。保育園的機能。

子育て相談、親子登園など地域子育て支援を週

３日以上行っているなどとされているようです。 

 このような国の制度創設を受け、山形県は

「山形県認定こども園の基準に関する条例」を

設定をし、県内では現在７施設が認定をされて

いるようです。そのうち公立は１施設で、ほか

はすべて私立となっており、幼保連携型が５施

設、幼稚園型と保育所型がそれぞれ１施設とな

っています。 
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 ４年前に申し上げたような制度がつくられた

わけですが、先月11月に次のような記事が掲載

をされましたので紹介をしたいと思います。 

 「政府のこども・子育て新システム検討会議

は、11月１日と４日のワーキングチームで10年

かけて幼稚園約１万3,000施設と認可保育所約

２万3,000施設をこども園に一体化する方針を

示した。新制度では、幼児教育と保育を提供す

るこども園を開設。幼稚園と保育所はすべてそ

こに移行させる。ただ、既存の施設が直ちにこ

ども園に移行することは困難だとして、10年程

度は既存の名称のまま施設を存続できる経過措

置を設ける。自治体の指定を受けた事業者が運

営をし、一定の基準を満たせば株式会社やＮＰ

Ｏも参入できる」というものです。 

 90年代から二重行政解消に向けた幼保一元化

の議論と、とりわけ都市部に集中をしている待

機児童解消の議論が交錯をしているような感じ

を持ったのは私だけではないと感じたところで

す。私は、このような一連の動きをなかなか整

理できないでおります。 

 そこで、福祉事務所長に伺います。 

 １つは、申し上げました一連の動きの背景に

ついてお聞かせをいただきたいと思います。 

 同時に、認定こども園となった際の補助制度

の実情についてもお聞かせをいただきたいと思

います。 

 ２つは、長井市の場合、認定こども園構想で

いえば、はなぞの保育園や清水保育園は４つの

タイプのどの形としようと考えておられるのか、

明らかにしていただきたいと思います。 

 ３つは、市内にある５つの児童センターはど

の形にしていこうと考えておられるか、これも

明らかにしていただきたいと思います。 

 認定こども園に関して、昨年８月に策定をさ

れた長井市保育計画では、「子供が減少する中

で親の就労の有無にかかわらず利用でき、乳幼

児が少ない地域においてもある程度の規模の子

供集団を保ち、子供の育ちの場を確保できる施

設ですが、現在のところ国の財政支援が弱く、

管轄が厚生労働省、文部科学省にまたがってい

ることから、書類の重複、監査の重複、会計処

理の複雑化などの課題があり、普及に至ってい

ないのが実情です。本市の児童センター運営と

合致しており、制度活用が非常に有利となる可

能性があることから、今後の制度改正、財政支

援に期待し、動向を見守りながら検討を進めて

いきます」と触れています。 

 私は、児童センターがなぜこの構想と合致す

るのかについても理解できませんが、その理由

も含めこの間の検討内容をお聞かせをいただき

たいと思います。 

 ４つは、先月の政府の子ども・子育て新シス

テム検討会議が出したこども園に一体化すると

いう構想を受け、長井市はどう進めようと考え

ておられるのかお聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 その際、幼稚園でも保育所でもない児童セン

ターはどのような位置づけになるのか。あわせ

て考え方をお聞かせいただきたいと思います。 

 次に、市長に伺います。 

 11月に示された政府の子ども・子育て新シス

テム検討会議のこども園構想には、自治体の指

定を受けた事業者が運営し、一定の基準を満た

せば株式会社やＮＰＯも参入できるとしていま

す。このこども園構想に対しては既に反対の声

明を出すなどの動きがあり、現に「一体化によ

って量がふえても保育の質が低下しては困る」

という注文も出されているようです。私も、保

育の質の低下を招くものであってはならないと

考えます。特に長井市のような地方の小都市に

あっては、ゼロ歳児の待機児童はあっても実質

的に待機児童は存在をしないし、逆に定員割れ

の施設があるという状況を考えれば、これから

は保育の質、あるいは幼児教育の質の向上を図

っていくことこそが子育て支援のまちづくりの
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大きな要因になると考えますが、いかがでしょ

う。 

 保育計画で「保育の実施主体である長井市が

市民に期待される保育所の役割を担いながら、

よりよい保育環境を整え築いていく」と述べて

いることからも、国の言う株式会社やＮＰＯ参

入などには慎重を期すべきと考えますが、いか

がでしょうか。見解を伺いたいと思います。 

 第２点目は、示されている保育計画の進捗と

今後の進め方について、特に児童センターの指

定管理者制度の導入について、その進め方につ

いてお伺いをいたします。 

 保育計画では、平成22年度から致芳児童セン

ターに指定管理者制度を導入し、24年度からは

伊佐沢児童センター、25年度からは豊田児童セ

ンター、そして29年度からは平野児童センター

に指定管理者制度を導入するとしています。 

 そこで、福祉事務所長に伺います。 

 １つは、市内５つの児童センターすべてに指

定管理者制度を導入しようと計画をされている

わけですが、指定管理者となる団体はどこにな

るのか。既に致芳児童センターは長井市社会福

祉協議会が指定管理団体となって今年度から運

営をしているわけですが、平成24年度以降の指

定管理団体も同様ということなのか、あるいは

公募をして違う団体となるのか、考え方を明ら

かにしていただきたいと思います。 

 ２つは、仮に社会福祉協議会を指定管理団体

とする考え方だとすれば、社会福祉協議会で抱

える保育士の確保策はどうなるのか。現在の正

職員と臨時職員の構成の状況と、今後の見通し

についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 これまで社会福祉協議会では、はなぞの保育

園の移管と清水保育園の移管を受ける時点で保

育士を採用していると思いますが、その後は採

用がないままではないかと感じます。採用がな

いままに今年度から致芳児童センターの指定管

理団体となっており、この間、臨時職員がふえ

ていると考えられますが、実態はどうなってい

るのでしょうか。移管したはなぞの保育園や清

水保育園への影響が出ているのではないかと危

惧されますが、どうなっているのでしょうか。

あわせてお聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、市長に伺います。 

 社会福祉協議会がすべての児童センターの指

定管理団体となるということになれば、当然に

して社会福祉協議会が保育士を確保していかな

ければならないことになります。その際、社会

福祉協議会の財政負担はふえることになります

が、現状の委託料などで賄うことは可能なのか

私は疑問を感じます。市内の小学校就学前の幼

児や児童の保育や教育の質の低下を招かないた

めにも保育士の確保は不可欠ですし、労働条件

を整えていくことも大事なことと思います。保

育を安上がりにするための指定管理者制度導入

や移管にしてはならないとも考えます。そのた

めには保育士確保に見合う委託料や市の財政支

援などが求められることになりますが、市長は

どう対処されようと考えておられるのか、お聞

かせをいただきたいと思います。 

 私は、市が直営で展開をする保育も大切な選

択肢と考えますが、この間の公務員給与の動向

もあわせシミュレーションし検討することも大

事なことと思いますが、いかがでしょうか。あ

わせて見解を伺いたいと思います。 

 第３点目は、はなぞの保育園と清水保育園の

合築の考え方、特に用地選定の考え方について

伺います。 

 11月17日の厚生常任委員会協議会に「清水・

はなぞの保育園統合建設について」という資料

が配付をされ、説明を受けたということです。

保育計画でも、「老朽化したはなぞの保育園と

清水保育園の園舎を統合整備し、ゼロ歳児から

５歳児までの一貫した保育を提供してまいりま

す」と触れられており、その具体化に向けて動

き出したものと受けとめたところです。資料に
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よりますと、１つは保育計画では定員120名と

していますが150名の定員とすること、２つは

用地について長井市が所有する土地６カ所につ

いて検討を行った結果、清水町浄水場跡地、面

積は約2,700平方メートルに決定したこと、３

つは土地は長井市が水道施設部分を借地し、社

会福祉協議会に対して無償貸与すること、４つ

は今後保護者への説明や長井市の保育園に対し

ても説明を行うということであります。 

 私は、この用地決定には少なからず疑問を感

じます。そこで、まず福祉事務所長に伺います。 

 清水町浄水場跡地を選定した際に、保育園の

各種機能や駐車場の確保、さらに保護者の送り

迎えの対応などをどのように配慮されたのかに

ついてです。 

 ご案内のように、はなぞの保育園も清水保育

園も園児バスを管理しているわけではなく、保

護者が朝夕の送迎を行っています。150名の園

児の保護者が送迎する車の台数は100台を超え

ると思われますし、時間帯によっては相当混雑

することは明らかで、うまく流れるような動線

が不可欠です。これはどう確保されるのでしょ

うか。 

 また、職員数は現在のそれぞれの施設よりも

ふえることは明らかであり、その職員駐車場の

確保はどうなるのか。あわせて、各種行事の際

の保護者の駐車場はどうなるのでしょう。 

 さらに、園庭の確保は清水保育園が合築とな

ることによってそれなりの広さが必要となりま

すが、どのように確保されるのでしょうか。私

は、申し上げたような内容をクリアするには場

所としては狭いし、スムーズな保護者の送迎を

考えれば清水町浄水場跡地の東側に流れている

河川に沿って清水町の北側に通じる道路をつく

る以外にないと考えますが、それではさらに園

舎や園庭の規模が制限をされるのではないかと

思います。それぞれ考え方をお聞かせをいただ

きたいと思います。 

 もう１点、福祉事務所長に伺います。 

 統合して新築する保育園は、平成23年度建築

となる計画のようですが、それまでの間、はな

ぞのや清水保育園の修繕などはどうなるのでし

ょう。特に清水保育園の園庭のフェンスはかな

り危険な状態のまま放置をされ続けていますが、

こういう修繕はしないということになるのでし

ょうか。このまま放置することはできない事態

にあると私は感じますし、早急な対応が求めら

れているとも思います。新年度予算での対応を

求めますが、いかがでしょうか。考え方をお聞

かせいただきたいと思います。 

 市長に伺います。 

 私は、ゼロ歳から５歳児までの150名の保育

施設は相応の規模が必要と考えますし、文字ど

おり子供たちが伸び伸びと遊べる環境を整える

ことが必要だと思います。その意味では、決定

された用地は中途半端ではないかと感じますし、

駐車場など諸条件の整備も新たな課題になるの

ではないかと思います。長井市が「子育てを支

援するまち」として象徴となるような用地を確

保していくという考え方に立ちながら選定をす

る必要があると考えます。市が所有するほかの

土地、例えばいちょう公園とかの検討や、ある

いは市が所有していなくてもふさわしい広さを

持った土地の確保も検討することが将来にわた

っては必要なことと考えます。 

 昨日の山形新聞に、次のような記事が掲載さ

れていましたので紹介をします。 

 見出しは「待機児童解消に200億円」「11年

度予算、３万5,000人定員増見込む」というも

ので、「政府の待機児童ゼロ特命チームは、29

日、保育士の資格を持つ人が子供を預かる保育

ママ制度拡充など、待機児童解消の強化策を正

式に認めた。政府は11年度予算に200億円を計

上、新たに約３万5,000人の認可保育所などの

定員増や約１万人の雇用創出を見込んでいる」

とするもので、強化策の一つに保育所整備に必
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要な土地の賃借料への補助制度を新設するとし

ています。 

 ただ、待機児童300名を超える自治体が対象

となっておりますが、該当する余地はあると感

じてもいます。こういった補助制度も考慮に入

れながら用地を選定することが必要ではないか

と考えますが、いかがでしょうか。 

 既に決定したからということではなく、将来

を見越して広範に選定作業を進めた方がいいと

考えますが、見解をお伺いしたいと思います。 

 もう一つは、統合保育園の建設費について伺

います。 

 はなぞの保育園も清水保育園もそれぞれ平成

17年度と19年度から社会福祉協議会に移管をさ

れているわけですが、移管されたそれぞれの保

育園を統合して合築する際の実施主体はどこに

なるのでしょう。長井市が建設をするのか、社

会福祉協議会が建設をするのかによって建設負

担費割合が違ってくると思います。長井市での

最近の認可保育園建設事例は白ゆり保育園とい

うことになりますが、その際の建設費負担は国

が２分の１、市が４分の１、事業主体が４分の

１となっています。仮に社会福祉協議会が実施

主体ということになれば４分の１の負担が必要

となりますが、社会福祉協議会はこれを負担で

きるのでしょうか、私は疑問を感じます。 

 私は、保育園の建設は長井市が行い、その運

営は社会福祉協議会が行うものと理解をしてま

いりましたが、どうなるのでしょうか。明確に

していただきたいと思います。 

 保育計画の趣旨を考えれば、当然にして市が

保育園を建設するということになると思います

がいかがでしょう、市長の見解を伺います。 

 第４点目は、学童クラブは学校も一体で進め

る必要があると思うがどうかについて伺います。 

 この問題については、平成18年９月定例会一

般質問でもお聞きをしましたが、今回は以降の

検討状況についてお聞かせをいただきたいと思

います。 

 長井市における学童クラブは、中央児童セン

ターについては社会福祉協議会に委託をして２

カ所で展開されていますし、それ以外は各児童

センターで運営されていることはご案内のとお

りです。 

 そこで、福祉事務所長に伺います。 

 現在の学童クラブの利用状況について、それ

ぞれ数値をお聞かせをいただきたいと思います。 

 夏休みに展開されている状況もあわせてお聞

かせをいただきたいと考えます。 

 夏休みの学童クラブは、午前８時から午後６

時までという時間帯で展開をされているという

ことですが、私は10時間にもわたる運営には少

し疑問を感じます。率直な状況と改善策等で検

討されているものがあれば、あわせてお聞かせ

をいただきたいと思います。 

 市長に伺います。 

 中央学童クラブの運営は、パート職員の手を

かりなければ展開できないという状況になって

います。私は、これでは十分とは言えないと感

じます。特に緊急雇用対策にいつまでも頼るこ

とはできませんし、人的な体制整備を急ぐ必要

があると考えますが、着手される考えがないか

お聞かせをいただきたいと思います。 

 次に、教育長に伺います。 

 私は、平成18年９月の一般質問で、「それま

では各自治体の福祉の範疇で展開をされてきた

学童クラブは今後は教育委員会、いわばそれぞ

れの小学校ごとに展開されていくことになり、

どう対処するのか」という質問をさせていただ

きました。教育長からは、「もしもどうしても

全小学校区となれば、現在の土曜らんどの組織

を基盤にしながら見直し、拡充をして全市的に

は推進委員会のようなものをつくり、各小学校

区ごとに運営委員会を組織して対応していく方

向で教育委員会としても対応したい。文化生涯

学習課、管理課、連携して推進していきたいと
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いうふうに考えているところです」との答弁を

いただいたところです。 

 そこで伺いますが、４年たった現在、長井市

における学童クラブの運営は、申し上げました

ように福祉事務所が所管をされ展開されていま

す。ただ、中央児童センターにおける学童クラ

ブの場所は、数年前から長井小学校の２つの教

室で展開されるようになっています。現在は小

学校第３校舎の耐震補強工事のために長井市職

員集会所で行われておりますが、教育委員会で

の学童クラブに対する関与は長井小学校の校舎

を貸しているだけということになります。 

 私は、平成18年５月に文部科学省生涯学習教

育局が通知をした文部科学省と厚生労働省の放

課後対策事業の連携の内容は大事なことと受け

とめています。しかし、実際にはほとんど実践

されていないことを残念に思っているところで

す。平成18年９月以降今日まで、教育委員会で

はどのように検討が積み上げられてきたのか、

そして具体的にはいつから各小学校が運営する

としておられるのか、お聞かせをいただきたい

と思います。 

 これまでは「学童保育」と呼ばれていました

が「学童クラブ」となっていますし、何よりも

小学生が学校の授業を終えた後にどのような過

ごし方をしているのかを知ること、あるいは把

握しておくことは学校にとって極めて大切なこ

とと感じます。 

 先日の教育懇談会でも、「特別支援が必要な

子供や問題を抱えている子供への対応は家庭問

題にその多くが起因をしている」というお話が

ありました。そういった現状に対処するために

も、各小学校が主体的に学童クラブにかかわっ

ていくことが求められていると思います。早急

に展開されるよう、教育委員会の指導と対処が

必要と考えます。教育長の見解をあわせてお伺

いをいたします。 

 質問の第２は、西置賜地域における高等学校

再編についてです。 

 昨日の山形新聞に、西置賜と西村山の県立高

校再編問題が掲載されました。内容は、2013年

度から１つは長井工業高校と荒砥高校にキャン

パス制を導入し、長井工業高校を１学級減らし、

地元企業との密接な関係を生かした専門教育を

さらに充実をさせる。総合学科とする荒砥高校

と連携して、多様な進路希望の実現を目指す。

２つは、普通科の長井高校は単位制を導入し、

大学進学指導を中心とした進学校の色彩を強め

る。３つは、小国高校は連携型中高一貫校の特

色を生かし、現状の学級数を維持する。４つは、

置賜農業高校飯豊分校は県立高校教育改革実施

計画の方針に基づきこれを本校に統合する。そ

してこの再編が進めば、西置賜の高校の学級数

は現行の14から12になるというものでありまし

た。 

 私は、この記事を見て率直に言って驚いたと

ころです。同時に、来るべきものが来たのかと

いう感じを持ったところです。 

 長井市のまちづくりにとって、欠くことがで

きない長井工業高校が荒砥高校とキャンパス制

が導入され、加えて１学級減少するという再編

計画には到底賛同できませんし、キャンパス制

という考え方がどういうものなのかについても

理解できません。新聞報道では、先ほど言われ

たように「入学者数が定員の２分の１に満たな

い年度があれば、翌年度から募集停止にすると

している」とも触れており、将来どうなるのか

不安も感じています。 

 山形県の県立高校再編は、平成16年度に平成

17年度から27年度までの山形県第５次教育振興

計画が策定をされ、県内８カ所で説明会を開催

したことから始まっています。その中では、長

井市が入っている南学区では置賜全体で中学校

卒業生が647人減少し、募集学級数は14学級減

少すること、そして公立高校数は４校が減り８

校程度になるとし、中でも西置賜は募集学級が



 

―５４― 

＋ 

＋

＋

＋

５学級減少し、公立高校の数が３校減少すると

予定をしています。県教育委員会は、平成17年

３月に県立高校教育改革実施計画を策定し、そ

の後、再編は南学区全体ではなく西置賜地域に

限定をするとして、21年２月からはさきの議員

が質問されたように検討委員会が設置をされ、

報告書が策定されたことはご案内のとおりです。

それを受けた形で、このたびの再編計画となっ

たものと思います。 

 私は、平成16年９月定例会で第５次教育振興

計画、特に高校再編について一般質問をさせて

いただいております。その内容は、１つは県の

再編計画が県内４つの学区の中でも南学区と西

学区、いわば置賜と庄内に偏ったものとなって

いること、２つは長井市内の学校の存続だけで

はなくして、周辺の高校の存続全体を視野に入

れた取り組みが必要であり、長井市がどのよう

な取り組みをしていくのかという視点、３つ目

は小規模校ではあっても可能な限り存続を図る

視点が必要ではないかというものでした。当時

の市長の答弁は、「小規模校であっても存続さ

せるということは理想論である」と一蹴し、

「長井の２つの学校は進学校としても就職率が

県内トップクラスであるという特色を出して生

き残るための努力を求めていく」というもので

ありました。いわば「生き残りは学校の皆さん

で考えてもらうことであり、それぞれのまちで

存続のために必死になってやるのだろうと思う

し、そのとばっちりが長井に来ないようにする

のが私の市長としての責務」というものでした。 

 残念ながら、このたびはそのとばっちりが来

たというのが再編計画ということになります。 

 長井高校は進学高校であること、長井工業高

校は新築したばかりであり、学科も新設されて

いるから廃止や統合の対象とはならないとする

考え方もありこういった趣旨の答弁になったと

感じますし、その思い込みが県に対する要望活

動などにいま一つ力が入らなかったと感じてい

ます。 

 そして結果的には、白鷹町が行政も議会も教

育委員会も一体となって荒砥高校存続の要望活

動をし、それが一定の成果を上げ、長井工業高

校がとばっちりを食ったということになるので

はないかと感じます。このことは真摯に受けと

めなければなりませんし、慢心があったことは

当局や教育委員会だけでなく議会も率直に反省

しなければならないと思います。 

 そこで、第１点目として、西置賜だけでの調

整は最初から問題があると思うがどうかについ

て教育長に伺います。 

 私は、数年前の全員協議会で県の教育委員会

からの説明を受けた際も「南学区全体で議論す

るということではなく、なぜ西置賜に限定した

再編なのか理解できない」と申し上げました。

その際には、明確な回答は得られなかったと記

憶をしています。この間の県教育委員会の高校

再編の進め方は、いずれも特定地域を限定した

形で進んでいます。酒田を中心とした再編もそ

うですし、西村山や西置賜も同様です。学区が

同じであっても学区全体で再編計画を進めると

いうことではなく、さらに地域を限定した再編

計画は問題をその地域だけに限定してしまい、

学区全体や県全体の課題にはしないということ

には問題が多いと私は感じています。地域限定

ではなく全体で議論することこそ大切であり、

そのための計画を見直すよう県に要望していく

ということが求められると思いますが、教育長

の見解を明らかにしていただきたいと思います。 

 ２番目については質問を割愛をさせていただ

き、以上で壇上からの質問を終わります。ご清

聴ありがとうございました。（拍手） 

○町田義昭議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 髙橋孝夫議員のご質問にお答え

いたします。 

 私からの答弁は、まず第１点目のこれからの

市の保育方針についてで、６点ほどあったかと
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思います。お答え申し上げます。 

 まず、第１点目の保育計画で保育の実施主体

である長井市が市民に期待される保育所の役割

を担いながらよりよい保育環境を築いていくと

述べていることからも、国の言う株式会社やＮ

ＰＯの参入等には慎重に期すべきと考えますが

いかがでしょうかというご質問、私の見解とい

うことでございます。 

 私も髙橋孝夫議員と同じように、この国の考

え方というのは東京など首都圏、大都市の方で

ある程度地方自治体にその裁量権を任せながら

臨機応変に対応するようにということで、株式

会社やＮＰＯの参入も認めるというような考え

方だと思いますが、長井市では待機児童は確か

にゼロ歳児も含めて、今までとは違いましてで

きるだけ保育所に預けて働きに出たいという要

望がどうも多いような感じがします。少し形態

が変わってきたのかなというふうに思っており

ますので、そういった意味では待機児童の対応

はこれからも万全を期していかなきゃいけない

というふうに思いますが、認定こども園、こど

も園の内容、国の新しい制度のように長井市で

株式会社やＮＰＯの参入を認めていくというこ

とについては、やはり慎重にしていっていいん

じゃないかなと、そのように思っているところ

でございます。 

 次に、２点目の保育士確保に見合う委託料や

市の財政支援などが求められることになるが、

市長はどう対処するのかということでございま

す。 

 これは社会福祉協議会の財政負担はふえるこ

ととなるが、現状の委託料等で賄うことは可能

なのか疑問を感じるということに対してのご質

問ですが、これは今現在も一方的に「この金額

で社会福祉協議会はやってください」というこ

とは言ってないつもりです。ある程度合意して、

例えば正職員の人件費はどのぐらい、定時補助

職員の人件費はどのぐらいということから算出

しています。むしろ市の方からは、ぜひ正職員

で対応してほしいということをお願いしていま

す。それは長井市の方では、残念ながらここ20

年近く保育士を正職員として採用してないわけ

でして、そういったことから児童センターで対

応できる延長保育等々についてはなかなか厳し

いものがありますので、やはり保育園等の機能

については保護者が求めているのは延長保育で

あると。なおかつ２歳未満、ゼロ歳児も含めて

預かってほしいと。それを対応するには、長井

市の児童センターでは対応できません。ですか

らお願いしているわけですが、しかし社会福祉

協議会は将来の見通しが立たないからというこ

とで、正職員をなかなか採用していただけない。

これは私どもからすれば非常に不満です。何の

ために社会福祉協議会に移管したのか、あるい

は指定管理者にしたのか。その辺がちょっと疑

問でございまして、そういった意味では逆にこ

ちらはお金を出すと言ってるのに採用してもら

えない。全く逆であり、私はこの質問について

は非常に残念だなと。逆でございます。そうい

うふうに思っております。 

 次に、３点目でございますが、保育所整備に

必要な土地、賃借料への補助制度の新設、こう

いったものを利用して用地を選定することが必

要なのではないかということですが、これにつ

いては国の支援制度を活用するというのは大変

有効といいますか、大いに利用すべきというふ

うに考えておりますが、やはり賃借というのは、

土地を借地で施設を建ててしまうというのは、

やはりこの間の長井市の財政の厳しい状況を招

いた一つの原因が、そういった無計画な借地に

よって長い目で見た場合は逆に多くの支出をし

ているということの経過がございますので、借

地の制度というものは余り利用しない方がいい

だろうというふうに思っておりますし、市が直

営で展開する保育も大切な選択肢と考えられる

が見解をということでございますけれども、現
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在、市直営で運営する保育園については国から

の運営負担金がございませんが、議員からお話

ございました子ども・子育て新システムで提案

されておりますこども園については、運営主体

にかかわらず国の財政支援が受けられる仕組み

になるという予定でございます。新システムの

動向を見ながら、公的保育所の役割とあり方に

ついて検討してまいりたいと思っております。 

 これは児童センターの場合でございますが、

児童センターの場合もこの新しい国の制度にな

った場合、必要なのは延長保育をやるというこ

と、あと給食を提供するというこの２つの要件

を満たせば、市であろうともこの制度は受けら

れるというふうに考えておりまして、そういっ

たことでの国の動向を見ながら検討してまいり

たいというふうに思っています。 

 それから、ちょっと前後して恐縮なんですが、

用地の選定については、将来を見据え広範に選

定作業を進めた方がいいと考えますがいかがで

しょうかという点でございます。 

 おっしゃるとおりでございまして、来年度予

定しておりますが、まだ土地についてはいいと

ころがあったら、土地の取得について支援はい

ただけませんので、用地は別なところでも可能

だというふうに思っております。 

 ただ、いちょう公園という具体的な名前もい

ただいたんですが、都市公園の場合、非常に規

制の厳しいところがございまして、それを都市

公園から外して市の用地として利用するという

のは相当大きなハードルがあるというふうに思

っております。いちょう公園の前に、実はかつ

ての市民プールの用地跡、そこも検討したとこ

ろでございます。あそこも都市公園でございま

して、かなり厳しいということでございました。 

 ただし、考え方としては、フラワー長井線の

西側については、今、清水保育園とはなぞの保

育園の２カ所ですが、やっぱり西の方にも１カ

所は置くべきだろうと。そういうふうに考えま

すと、線路から東側に全部集中してますので、

そんなバランスも考えなきゃいけない。 

 あわせて、これは不可能だったんですが、高

橋議員からもかつて質問がありましたように、

幼児向けあるいは低学年向けのプールというこ

とも一緒に新設できないかということも検討し

たのですが、これはやっぱり広い用地が確保で

きないということと、残念ながら補助対象にな

らないということでしたので、これはあきらめ

ざるを得なかったんですが、なお今後も用地に

ついては検討をする余地はあるのかなというふ

うに考えているところでございます。 

 ５番目に、保育園等の建設は長井市が行い、

その上は社会福祉協議会が行うものと理解して

いるがどうなるのでしょうか、明確にしていた

だきたいという点でございますが、はなぞの保

育園、清水保育園につきましては、それぞれ平

成17年度と19年度に社会福祉協議会に移管して

おりまして、設置主体は長井市から社会福祉協

議会に移っているというのがまず現状でござい

ます。 

 国における建設費の助成につきましては、市

で整備する場合は補助対象にならないというこ

とでございまして、議員からお話がございまし

た国の補助制度を活用し、社会福祉協議会で整

備していただくよう調整を進めているところで

ございます。 

 また、市の保育施設の管理運営について、移

管した経過を踏まえ、建設用地については基本

的に無償で市の方で提供していきたいと考えて

いるところでございます。直営ですと２分の１

の国の補助が得られないと、全額単独になりま

すので、これはぜひ社会福祉協議会にご協力い

ただきたいと思っております。 

 それから、この項の最後、中央学童クラブの

運営はパート職員の手をかりなければ展開でき

ない状況だということでございますが、人的な

体制整備を急ぐ必要があると考えるがどうかと



 

―５７― 

＋

いうことですが、これはやはり現場の方からな

かなか大変、人手が足りないということで、ま

ず臨時、定時補助職員で対応するということで

考えておりましたが、幸いにも緊急雇用制度を

今使えるということですので、それを活用して

いると。それが利用できなくなった場合は、こ

れは単独でも必要なところには措置しなければ、

対応しなければならないというふうに考えてお

りますが、学童クラブについては長井市現在、

長井小学校では２カ所３カ所とやっておりまし

て、全小学校でやっておりますので、これから

も直営ということではなくて、やはり米沢市と

かあるいは山形市に学びながら民間で、あるい

は保護者の方で団体をつくってもらってやって

いるという実情でございます。これについては、

私も市で直営することによって何でもかんでも

行政でやるということではなく、相手は小学生

でありますので、幼稚園児あるいは児童センタ

ーの園児ではないので、そこのところはもう少

し保護者も認識を持っていただくように市の方

からもお願いしたい、話し合いを進めたいと思

っております。 

 ２番目の高校再編については、私の方は特に

質問なかったようでございますが、ぜひ今後、

学校の関係者、これは高校ではなくてＰＴＡと

か同窓会とかそういった意向をやはりしっかり

と受けながら、どういう形がいいのか。先ほど

申し上げましたように、まだそれぞれ市側で考

えていること、教育委員会で考えていること、

あるいは学校側といいますか、ＰＴＡとか同窓

会、ちょっと皆微妙にずれてるなという感じが

しております。現状では、今のままで何とか存

続してほしいという要望は出してますが、やは

り看護コースとかあるいは福祉コースとか、そ

の辺をどういうふうにこれから充実させて、さ

らによい長井工業高校になるのかというあたり

をみんなで知恵を出し合って要望してまいりた

いというふうに思っているところでございます。

以上でございます。 

○町田義昭議長 時間が迫っておりますので、答

弁は簡潔にお願いします。 

 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 大きく２点についてお答えを

します。 

 学童クラブの展開は、学校も一体で進める必

要があるのでないかということですが、平成19

年度から始まった放課後子どもプランは文科省

の方の放課後子ども教室と厚生労働省の放課後

児童クラブの２つの事業から成り立っており、

事業運営のためのボランティアとして地域住民

の参画、協力を呼びかけていますが、退職教員

については放課後子ども教室へのかかわりを求

めているようです。 

 長井市の放課後子ども教室である「土曜らん

ど」においては、全体的には育みネット推進協

議会、また地区の推進委員会を組織して、推進

委員の方々とかまたは退職教員で組織している

教育フォーラムの方などにもお手伝いをいただ

いて実施している状況です。また、退職教員の

方はボランティアで南北中の学習支援にも協力

をいただいております。 

 高橋議員からの学童クラブに学校がもっと積

極的にかかわるべきでないかとのご指摘ですが、

これは前にもお答えしていますけども、先生方

の仕事は年々忙しくなってきています。県教委

ではゆとり創造運動を展開し、少なくとも週１

回は定時退勤日を設けるように通知が来ていま

すけども、月１回もとれないような状況の中で、

現場の先生方は学童クラブにかかわる心の余裕

とか時間の余裕もないのでないかなというふう

に私は思っています。 

 現在、長井小の２つの教室を使って学童クラ

ブをやっていますが、学童の子供たちは一たん

昇降口から出て、学童の玄関から入って教室に

行くようにしているということで、学校の生徒

としての立場と学童を切り離しているというこ
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とでした。それでもやっぱり学童のことでは保

護者から担任に相談があるときは、誠実に対応

しているということのようです。その程度がや

っぱり学校で対応できるぎりぎりのところかな

というように思っています。 

 2010年７月７日に全国学童保育連絡協議会か

ら出された学童保育の実施状況調査結果を見て

みますと、全国的に見ても学校施設を使って学

童クラブを実施しているところが約51％、児童

館内が14％、その他の公的施設が10％などとな

っています。また、指導員についても、小学校

の教職員がかかわっている例はないのではない

かというように思います。非正規職員が最も多

くて、指導員の待遇改善が求められているよう

な状況で、どの地区もやっぱり苦労しているん

だなという感じがします。 

 ただ、子供を育てるという意味では学校も学

童も同じですので、長井市としても教育委員会

として何ができるのかをやっぱり子育て支援室

とも話し合っていきたいなというふうに思って

いるところです。 

 ２番目の高校再編に関してですが、西置賜だ

けの調整は最初から問題があると思うがどうか

というご質問です。 

 昨年度の志願者数などを見ると、西置賜を除

いた南学区の高校は置賜農業を除いてほとんど

定員を満たしている状況です。確かに西置賜の

中学生も東南置賜の高校に進学していますし、

長井市からは毎年私立高校も含めると約90人前

後、西置賜管内からは200名前後の生徒が東南

置賜の高校に進学していますが、将来の自分の

進路を実現できる高校なり通学しやすい高校が

東南置賜地区にあったからだというふうに思っ

ています。 

 そういう状況の中で、高校再編に当たっては

地域説明会の折の意見にもあったように、西置

賜から東南置賜、東南置賜から西置賜への生徒

の流れもありますので、南学区全体での検討は

必要だったのではないかなというふうに思いま

す。 

 ただ、東南置賜の高校は平成17年から７つの

学級を減じている中で、西置賜の高校は１学級

減で推移している状況であります。県教委の方

では、やっぱり東南置賜は学級減で対応できる

というふうに見ているようです。今回の再編案

などを見ると、西置賜の４つの学校は何らかの

形で残す方向での案であり、先ほども蒲生光男

議員のご質問にもお答えしましたが、やっぱり

地域事情、生徒、保護者の意向に配慮した案だ

と思っていますが、やっぱり長井工業の１学級

減は思ってもいなかったことで、案が示された

時点で対応してきているところですけども、正

式に公表された時点では、先ほど市長からあっ

たような対応もとっていく必要があるというふ

うに思っています。 

 今後は、西置賜の生徒がやっぱり東南置賜に

流れないような魅力のある学校をつくる必要が

あるのではないかなというふうに思っていると

ころです。以上です。 

○町田義昭議長 小泉良一福祉事務所長。 

○小泉良一福祉事務所長 高橋孝夫議員のご質問

に順次お答えをさせていただきます。 

 国の言う認定こども園とこども園の内容と、

それに対する市の考え方ということでございま

す。 

 認定こども園についてでございますが、これ

は一連の背景というところでございまして、女

性の社会進出の進展や家庭環境の変化によりま

して、保育所の整備スピード以上に利用したい

児童がふえまして待機児童が年々増加している

ことや、保育者が働いていても働いていなくて

も同じ施設を利用し、同じ内容の教育、保育を

受けることができる幼保一元化を求める声が高

まりまして、平成18年10月に「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律」が施行され、認定こども園制度が
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スタートしました。平成22年４月１日現在、山

形県では７カ所、全国で532カ所が認定をされ

ております。 

 補助制度でございますが、認定こども園に対

する補助制度は認可幼稚園や認可保育園に対す

る従来の補助のみで新たな制度はございません

が、幼保連携型の認定こども園については特例

措置として学校法人及び社会福祉法人のいずれ

であっても、運営費及び施設整備費の助成対象

となるということでございます。 

 それから、清水、はなぞのはどのタイプに属

するのかということでございますが、認定こど

も園構想においては、はなぞの保育園や清水保

育園は移管しております社会福祉協議会の判断

によりますけれども、保育園型になろうかなと

いうふうに思いますし、児童センターにつきま

しては地域裁量型に移行するものと考えており

ます。 

 また、なぜ児童センターが認定こども園と合

致するのかというようなことでございますけれ

ども、児童センターも認定こども園につきまし

ても保育に欠ける欠けないというところもなく、

一緒に取り扱えるというふうなことでございま

して、そういうところで同じというふうな認識

を持ったところでございます。 

 子ども・子育て新システムにおきましては、

こども園に一体化する構想でございますので、

新たな幼保一元化の制度を見据えながら、現在

有する保育機能や特色を生かしながら地域ニー

ズにこたえていけるように検討してまいりたい

というふうに思います。 

（「大変申しわけないけど、時間ないからまた

違うときに聞くから」の声あり） 

○小泉良一福祉事務所長 終わっていいですか。

途中でございますが、失礼させてもらいます。 

○町田義昭議長 10番、髙橋孝夫議員。 

○１０番 髙橋孝夫議員 福祉事務所長には本当

に申しわけなく思っておりまして、この機会は

必ず設けますからよろしくお願いをしたいと思

います。 

 １つだけというよりも申し上げておきたいの

は、やっぱり学区の問題です。現実的に100名

を超える子供たちが外に出てるわけですよね。

そういうことを考えると、今回またこの事態が

進んでいけばますますそういう比率は高くなる

と思うんです。それではやっぱりこの地域にと

っては不幸なわけですし、そういうことはやっ

ぱり県の教育委員会に地域限定型でやるのはだ

めだということを事あるごとに言っていただき

たいということだけ申し上げて、質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○町田義昭議長 ここで暫時休憩いたします。再

開は午後３時20分といたします。 

 

 

   午後 ３時０１分 休憩 

   午後 ３時２０分 再開 

 

 

○町田義昭議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

 鈴木悟司議員の質問 

 

 

○町田義昭議長 順位５番、議席番号２番、鈴木

悟司議員。 

  （２番鈴木悟司議員登壇） 

○２番 鈴木悟司議員 12月定例会の一般質問に

際して、私の通告している質問事項は２点であ

ります。質問の内容が蒲生議員、髙橋議員と重

複するところがございますので、市長以下当局

の皆様におかれましては簡潔明瞭なご答弁をお

願い申し上げます。 


